
平成２２年度 第４回倉敷市環境審議会 

 

日時 平成２２年１２月２４日（金）15:00～                                  

場所 倉敷市役所 水道局３階大会議室 

 

１ 開会・あいさつ 

 

 

２ 議 題 

 

（１）倉敷市第二次環境基本計画（原案）に関する意見（パブコメ結果） 

 

（２）倉敷市第二次環境基本計画（答申案）について 

  

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 



番号 頂いた意見 意見に対する回答（事務局案）

1

・ 環境への基本的な取り組みの考え方を支える価値観の共有
プロジェクト5に「環境にやさしい生活様式『良環スタイル』の推進」とあり“ライフ
スタイルの変革“を進める事を示しているが、良環スタイルの根源をもっと掘り
下げ、倉敷温暖化対策(低炭素化社会構築)基本原則として作り上げる事の提
案。
温暖化の根源でもある大量生産・大量消費・大量廃棄社会の基本的な考え方
は、西洋思想は、人間が自然を（科学技術　工業文明によって）支配する事で、
物質的生活豊かさ・便利の実現をしたとも言われている。一方、日本の長い歴
史では、人間と自然の共生、人間を自然に随順、人間の欲望の抑制といった自
然・人間・社会の関係性を大事にする東洋思想に根ざしている。今後、基本計
画を具体的に進める上で多くの関係者の軸が揺れる事も予想されるわけで、こ
れらをどう折衷してゆくかはと言った考え方のベクトルを揃える事は、大事な課
題とも言える。それがここで提案する原則を作り上げる事である。倉敷市の良
環スタイルをもう一歩踏み込んで魂を入れて行く事を提案する。

第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総合的か
つ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組の方向
性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについては示し
ていませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせていただきま
す。

2

・ 地域固有の課題を解決する将来を見据えた新倉敷モデル構築への取り組み
体制づくり
【組織作り】
倉敷市の温暖化対策として炭酸ガス排出量削減には、排出シェアー80%を超え
る産業界分野のうち水島コンビナートの取り組みが極めて大きいのは言うまで
ものない。他の自治体とは違う強力な環境調和型コンビナートの方向性を出す
ための検討組織づくりでの提言である。

第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総合的か
つ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組の方向
性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについては示し
ていませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせていただきま
す。

3

・新しい低炭素化社会構築のための研究開発機関の誘致と実証の場の提供
中長期的な新しい低炭素化社会構築のためには、今までにない取り組みが求
められる。国（行政・研究開発期間）とも連携して研究開発の場として関係機関
の誘致及び成果の実証の場を行政施設・市内事業者・市民が提供する事が出
来る体制づくりを市が行う。

第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総合的か
つ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組の方向
性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについては示し
ていませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせていただきま
す。

4

・ 国際的な連携によるソリューションづくり。
環境にやさしい都市作りには、国内・海外の先行事例を参考にする事は有効で
ある。欧州の都市交通システム、家庭菜園システム、生ゴミ処理システム、生
活スタイルや中国における環境都市作り、ブータン国の生活スタイル等学ぶべ
き事は多いはずである。基本計画記載のように倉敷からの発信も必要だが、受
容する観点から海外との連携によるソリューションづくりを提案したい。

第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総合的か
つ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組の方向
性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについては示し
ていませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせていただきま
す。

5

・水島鉄鋼・石油化学コンビナートの環境調和型コンビナートへの再構築
ⅰ.事業者は、汎用素材産業から次世代高度二次素材製品製造、素材加工産
業、リサイクル産業へのシフト。つまり装置産業から知識集約産業へのシフトを
進める。
ⅱ.次世代製品、プロセスシステム研究開発組織の倉敷市誘致(倉敷市は優
遇、支援)
ⅲ.人材育成(倉敷市は機関誘致優遇、支援、県内大学との連携や市立大学の
強化)
ⅳ.実証の場の提供(倉敷市は、市内企業連携、支援や優遇策)
ⅴ.国の制度政策によるシフト支援要請の働きかけ

第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総合的か
つ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組の方向
性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについては示し
ていませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせていただきま
す。

倉敷市第二次環境基本計画（原案）に関する意見（パブコメ結果）

１．意見募集期間　平成２２年１１月１日～平成２２年１１月３０日
２．意見提出件数　１５件（２名）
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番号 頂いた意見 意見に対する回答（事務局案）

7

・ 交通運輸
以下について市も政策・資金面などで支援してゆく。
・都市内の人及び物の移動・運搬の中長期的予想に基づく再構築
・拠点間移動手段として化石燃料を直接使わない公共交通(電気バス)の構築
鉄道駅・空港・港の他、病院・市役所(支所を含む）・文化施設（図書館・ライフ
パーク・水泳場・健康福祉プラザ・競艇場）・商業施設循環電気バスルート網の
構築
・物流の船便、鉄道輸送強化によるトラック輸送の（エネルギー及び排ガス及び
交通渋滞）改善
水島臨海鉄道網の強化（トラック輸送の削減）。例えば燃料油/鉄鋼製品などの
(新たな）配送拠点まで船輸送を増やす検討
・自転車道の充実についてもっと明確な基本構想を打ち出す。
上記B. 低炭素化街づくりに関連して、例えば、市内150kmの自転車道を10年計
画で進める。
これは、いろいろな課題や投資が必要だが海外の事例などを参考に進めて行く
事も効果的と考える。

第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総合的か
つ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組の方向
性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについては示し
ていませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせていただきま
す。

8

・ ごみ処理･廃棄物処理・下水処理
一般家庭生ゴミの焼却方式からの脱却は最重要課題で、コンポスト化・ガス化
への転換を進める。
そのため具体的には、現状のガス化溶融炉の、総合的な評価を実施する。ゴミ
と処理のみ関係でなく、農業・林業、商業、市民の健康、生態系保護等の総合
影響評価を行う。具体的にはLCA評価を実施する。特に生ゴミ処理につては、
例えば千葉県にある和郷園のようなスタイルを目指し、地域農業・商業および
廃棄物処理事業者の連携し、あわせて農業の活性化を図る。
　市民からの生ゴミの収集の難しさを指摘するケースもあるが、欧州では実際
実施している。行政の指導力に基づく新しい時代作りの市民の考え方と行動転
換も必要となる。上述した様に単に良環スタイルではなく、行動を促す原則作り
が有効になると考える。
また、下水処理では余剰汚泥の焼却処理からの脱却も課題である。出来上
がった技術やシステムは海外技術輸出を目指す。

第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総合的か
つ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組の方向
性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについては示し
ていませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせていただきま
す。

6

第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総合的か
つ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組の方向
性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについては示し
ていませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせていただきま
す。

・ 低炭素化街づくり
コミュニティー”Walking5*”
*徒歩５分以内で移動できる（距離およそ250m程度）地域をベースとしたコミュ
ニティーをベースとした街作り（図参照）
(1)狙い　（諸社会的課題解決とあわせて低炭素化街づくりを進める）
① マイカーを必要としない移動手段の提供
② 市民特に高齢者・子供の日常生活圏への移動の容易性・安全・安心・安価
の確保
③ 日常生活に自動車を使わないで徒歩・自転車利用を取り入れ自然に出来る
体力づくり･健康作り
④ 地産地消の食生活推進(米、野菜、果物、豆腐・納豆、味噌、醤油、魚、肉な
ど）
⑤ ゴミのでない商品販売（果物・野菜・魚･肉のはかり売り・容器・買い物かご持
参）
⑥ 地域商業施設の活性化
⑦ 先進技術の実証
以上による､総合的な結果として低炭素街づくりを目指す。

(2)コミュニティー構成
・セル　 　　　　：最小ユニットで日常生活圏,
・コロニー　　  ：基本サークル5～10程度の集まりで、趣味・医療・お買物圏
・ 中核コロニー：旧市町村（一部は分割）の単位で、役所・文化施設・圏外への
移動拠点
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番号 頂いた意見 意見に対する回答（事務局案）

9

・ ITの活用
市内の各所(上述のコミュニティー”Walking5*”で述べたようなセルやコロニーに
配置)に市の活動表示大型映像装置やモバイルツールで確認できるもの、市内
の重要組織をオンラインでつなぐ(従来の大気汚染物質の排出状況モニタリン
グに類似したもの）。
人・物の移動の効率を助ける情報、結果としての市の情報、本件に関してはエ
ネルギー使用量、CO2排出、自然エネルギーの活用状況に関連する事項や緊
急時情報などを発信・提供をITで行う。

第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総合的か
つ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組の方向
性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについては示し
ていませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせていただきま
す。
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番号 頂いた意見 意見に対する回答（事務局案）

10

・ LED電球の各家庭１個ずつ配付
インパクトある取り組みアピールのため、約19万戸に配付。費用は補助金、
メーカーのPR代分の値引き期待。

第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総合的か
つ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組の方向
性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについては示し
ていませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせていただきま
す。

11

Ｐ.67に記されている「基本目標４」は、前述されていた「基本目標４　地球温暖
化対策の取組により、低炭素社会が形成されたまち」とは異なっている。修正
が必要であろう。
環境審議会等での議論をへて「基本目標４　地球環境保全に対する高い意識
をもち、世界に貢献するまち」から「基本目標４　地球温暖化対策の取組によ
り、低炭素社会が形成されたまち」と変更になったかと思うが、「地球環境保全
に対する高い意識をもち、世界に貢献するまち」という視点は重要である。温暖
化問題だけに限らず、旧公害指定地域を抱える倉敷市において、公害の経験
をふまえた世界貢献ということを重視し、進めていく必要がある。それは、P.38
の「地域資源を活用した持続的な経済活動の促進」に記されているエコツーリ
ズム・エコツアーの中でも活用できるであろうし、それらを記載すべきである。

表題については、ご指摘のとおり、誤記載ですので修正いたします。
その他につきましては、第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境
保全に関する総合的かつ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、
今後10年の取組の方向性を示しています。したがって、個別具体の取
組レベルについては示していませんが、今後の事業実施にあたっての
参考とさせていただきます。

12

ブルーカーボンという考え方もふまえた、海域の保全
　自然環境や地球温暖化対策という様々な視点から、埋立や工業立地等で失
われた海域の藻場や干潟等の保全・再生・拡大をきちんと位置づけて行うべき
である。
　特にアマモ場は、海のゆりかごとよばれるように、多くの生物の育成・繁殖場
所であり、なおかつブルーカーボン（海洋生物によって固定される炭素）の重要
な場所でもある。
瀬戸内海に面する倉敷市としては、こうした考え方もふまえた上で藻場、干潟
の保全・再生・拡大に取り組むよう、第三章 現状と課題の「１．自然環境」や
「４．地球環境」に記載した上で、施策の方向性に位置づける必要がある。

ご意見の趣旨を踏まえ、瀬戸内海の保全の総合的な対策として、自然
環境の現状と課題へ記載します。
また、第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総
合的かつ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組
の方向性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについ
ては示していませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせてい
ただきます。

13

海ごみへの対策
　海底ごみをはじめとした海ごみに関する記述が全くみられない。海底ごみとし
ては、港湾区域には大型貨物船によると見られる廃棄物や、漁網に多くのごみ
がかかり、漁業者にも悪影響を与えており、また島嶼部の海岸には大量のごみ
が流れ着いており、これら漂着ごみは景観上も大きな問題点である。これに対
し、回収体制を整えるなど、倉敷市においては、一定の取り組みをおこなっては
いるだろうが、今後さらにこの問題に対する取り組みを進めるためにも、必ず記
載すべきである。瀬戸内海の海底ごみ問題は、10年以上前から当財団が全
国・世界へ発信し、取り組んできた課題である。その一定の知見の積み重ねを
活かし、協働によりさらなる取り組みを進めていくべき課題である。

ご意見の趣旨を踏まえ、瀬戸内海の保全の総合的な対策として、自然
環境の現状と課題へ記載します。
また、第二次倉敷市環境基本計画では、本市の環境保全に関する総
合的かつ長期的な目標・施策の大綱を示すとともに、今後10年の取組
の方向性を示しています。したがって、個別具体の取組レベルについ
ては示していませんが、今後の事業実施にあたっての参考とさせてい
ただきます。

14

生物多様性地域戦略策定を視野に含めた生物多様性への取組
倉敷市としても、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する「生物多
様性地域戦略」の策定を検討していくことを明記するべきではないだろうか。
　また、基本目標１に「３瀬戸内海と高梁川の恵みを生かし、伝統に根付いた風
格のある美しい倉敷の景観づくりを推進します」とあるが、主要な施策では、都
市景観に偏った施策に感じられる。生物多様性の中でも景観は重要な視点とし
て含まれている。高梁川や日本最初の国立公園である瀬戸内海の自然景観に
ついてももっと高く評価し、積極的に保全、活用していく姿勢を示すことが必要
であろう。

Ｐ３２に「生物多様性地域戦略」の策定について記載しています。
自然景観の重要性や保全等については、大前提として、Ｐ３５基本方
針へ記載しています。

15

大気環境の改善にむけて
　本原案にも記されているが、市民の健康を守るために、健康被害発生の防止
は重要である。健康被害予防事業をより強化していく必要があろう。
そうした中で、「大気汚染状況の変化に対応するため、測定局の適正配置の見
直しを行います。（P.42）」とあるが、「見直し」の中で測定局を移動したり、廃止
すると、継続して大気を測定してきた意味が全くなくなってしまうおそれがある。
また、今後予想される交通量の増加など、将来的な予測をしながら、今後起こ
るであろう環境影響を見逃さないような測定局の配置を検討するなど、調査箇
所を増やす必要性を認識すべきである。
また、P.63に日常生活での環境配慮指針に「歩きタバコをやめましょう」とある
が、歩きタバコどころか、喫煙自体を抑制すべきであろう。

今後の事業実施にあたっての参考とさせていただきます。
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答申案ページ

全体について

P２

P４

P９

原案（平成２２年１０月２７日審議）に対する意見及び修正事項等について

１　第２段落と第３段落の間に、簡略なつなぎの
文章があることが望ましい。例えば、「・・・が
未達成」などのように。
２　「その間、・・・」の部分について、地域の
問題・課題が見えてこないので書き加えるべき。
３　「計画策定市民委員会」の役割や経過が簡略
に説明されるべき。「全計画を全面的に見直し」
とあるのは、この段落の後段に移すべき。「市民
委員会・・・10年後の目標設定・・・市民ニー
ズ・・・長期的視点・・・」のもとに、「全面的
に見直し」したのではないか？

１，２については、ご指摘のとおり、加筆修正しました。
３につきましては、ご指摘のとおり修正しました。
　また、「計画策定市民委員会」の役割や経緯については、資料編へ記載い
たします。

修正意見等 修正事項等

・「持続可能」という言葉を使う場合に「持続的
に発展する地域（社会、まち）づくり」という表
現を基本にしてはどうか

持続可能」なの中には、発展する、保全する両方の意味を込めている。「持
続的に発展する」も同意義の趣旨ではあるが、「発展する」だけ目立つこ
と、及び、市として他の各種計画等についても、持続可能な社会、まちづく
りで表記されているので、現行のまま「持続可能」で表記したい。

・環境基本計画の位置付けの表を修正しました。
　また、毎年度実施計画を作成することを明記

１　新総合計画案では「環境保全と地域の社会・
経済活動が調和した、持続的に発展する地域づく
りを推進する」としているが、これとの整合性は
どうか？
２　「基本目標１」にかかる「分野別目標」につ
いて、新総合計画案では、「市の基本方針」とし
て４項目を掲げている。新総合計画の基本方針４
項目の方が適切な表現となっており、修正が望ま
しい。
３　この部分の「分野別目標」を記述する順序と
して、「原案」の「（環境と地域経済との調和）
４　環境と経済の・・・」が最初に書かれるべ
き。

・基本方針部分は、環境基本計画の基本方針部分から抽出し、案を提出して
いますので、基本的には整合が取れています。ただ、総合計画のこの項目に
は「景観」の部分の記載がないので、等基本計画の方が範囲が広くなってい
ますが、現行のままでいきたい。
・「環境と経済・・・」の部分を最初に記載したらどうか、ですが、ご指摘
のとおり、範囲としてはこちらの方が広ですが、昨年度の審議会でもご議論
いただきましたが、環境基本計画であることから、環境関連（特に環境関連
の部署が担う部分）を先に記載して、これらの取組と併せて、複合的に行っ
ていくという趣旨で最後に記載していますので、現行のままで記載したい。



P９

P１０

P１１

P１３

１　「推進します」「目指します」「保全・整備
します」「努めます」「増やします」「育てま
す」などで締めくくられている。
２　あらゆる主体の参加のもとで、進める「基本
計画」という性格を考慮すれば、「目指します」
はぴったりはまると思われる。しかし、「保全・
整備します」は不適切ではないか？
３　また、すべてを「目指します」にすることは
できないが、「努めます」「増やします」「育て
ます」について、行政が行うようなニュアンスに
受け取れる場所があるので、よく吟味してあらゆ
る主体が取組みというニュアンスになるよう、必
要な見直しを行う必要があるのではないか？

ご指摘のとおり、「保全・整備します」の部分を他の目標と合わせて、「保
全に努めます」に修正しました。

・分野別目標に、地域づくりの視点から、低炭素
地域づくりの目標項目を加えるべき。このことに
関連して、別に策定中の「実行計画」との整合性
を確保するよう、ここに掲げられている２項目の
他に、必要な目標を加えることを検討するべき。

・前回の審議会でご説明させていただいとおり、低炭素地域づくりについて
は、本市では「都市マスタープラン」が担っており、詳しい記載がされてい
るので、環境基本計画では持続可能な社会・低炭素社会に向けての環境面か
らの記載で行うと整理して作成しています。現行のままの記載でいきたい。

【パブコメ意見】
・瀬戸内海に面する倉敷市としては、こうした考
え方もふまえた上で藻場、干潟の保全・再生・拡
大に取り組むよう、第三章 現状と課題の「１．
自然環境」や「４．地球環境」に記載した上で、
施策の方向性に位置づける必要がある。
・海底ごみをはじめとした海ごみに関する記述が
全くみられない。今後さらにこの問題に対する取
り組みを進めるためにも、必ず記載すべきであ
る。

Ｐ９の修正に合わせて修正しました。

ご意見の趣旨を踏まえ、瀬戸内海の保全の総合的な対策として、自然環境の
現状と課題へ記載しました。



P１７

P２０

Ｐ２１

Ｐ２４

Ｐ２７

・市民・行政・企業の三者の活動で公害対策を進
めてきたという形で表現したほうがいいのではな
いか。

ご指摘の趣旨を踏まえ、修正しました。

「都市景観」の切り口から見ると、あまり大きな意味は持たないかもしれな
いが、環境基本計画に記載する「景観」については、この部分は特に強調し
たいので現行のまま残したい。

・「伝統と風格のある都市景観・・・引継いでい
く」だけでなく、これからの都市景観づくりにつ
いて、課題があるのではないか？
・「地球環境への関心・・・生態系へも配慮した
美しい景観・・・」とあるが、この部分に記述し
なければならないほどのものなのか？

・ベンゼンに関する記述について、「平成20年度
に・・・環境基準を達成・・」の部分に、どのよ
うな努力がなされて、環境基準達成に至ったの
か、簡略に説明してはどうか？

ベンゼンの排出量自体が、企業努力により削減されており、このことをご指
摘のとおり記載しました。

「リサイクル率が高い」とあり、「市民アンケー
ト・・・ごみの減量化・再資源化・・・求められ
ている」とありますが、両者の関係をもう少し説
明する必要があるのでは？

・市の「リサイクル率」の高さは、エコワークスによる熱回収の部分が多
い。グラフに説明を入れます。

・「地球温暖化対策」「再生可能エネルギ－の導
入」とありますが、両者は一つの項目の中で記述
した方が適切ではないか？
さらには「４　地球環境」に係るものとして、他
に「現状と課題」として記述するべきことはない
か？例えば、地球環境問題への地域からの情報発
信とか、貢献とか？

・上段の部分については、ご指摘のとおり「地球温暖化対策」の項目で統一
して記載します。
・詳細は実行計画で記載しているので、基本計画では現行の「情報提供」程
度表現に留めたい。ご理解頂きたい。



Ｐ30～
施策の方向
性全般

Ｐ30～
施策の方向
性全般

Ｐ３２

Ｐ５９～
主体別配慮
指針

Ｐ６８・６９

・「基本方針」の書き方に書き込んだものと書き
込まれていないものとのアンバランスが目立つ。
見直しをし、必要な補完等を行うべき。
・「基本方針」は文章がもっと短くても良いので
は。

・基本方針のうち、現状と課題を再掲している部分については、削除し、主
要な施策とダブル分については簡潔に表現するよう全体的に整理しました。

・教育の部分に「ＥＳＤ活動」を入れてはどう
か。

・Ｐ６８に「ＥＳＤ活動」の指針を追加し、Ｐ６９で「ＥＳＤ」についての
説明を記載しました。

・配慮指針の中で、指針の表記の仕方と、Ｐ６２
の環境ラベルの説明のしかたが同じで、わかりに
くい。表現の仕方に工夫が必要。

・ご指摘の趣旨を踏まえ修正しました。

・「生物多様性地域戦略の策定に着手し・・・」
とあるが、10年後を目指す環境基本計画に記述す
るにあたって、「着手」は不適切ではないか？

・ご指摘のとおり、「策定します。」に修正しました。

・分野別計画の記載について、網掛けだけでは意
味が判りにくいので、意味が判るように記載する
必要がある。

・ご指摘の趣旨を踏まえ修正しました。


















































































































































































